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平成２１年度 第４回 大和市障がい者福祉計画・障がい福祉計画策定委員会 

 

日時：平成２２年３月４日（木） １４：００～１５：４０ 

場所：大和市生涯学習センター １階 講習室 

委員：鈴木会長、鳥原委員、星野委員、春日委員、市川委員、田邊委員、澤田委員、土橋

委員、柴崎委員、境委員（欠席）、阿南委員（欠席） 

傍聴者：４名 

事務局：菊地原課長、柏木主幹、進藤係長、民實、高瀬 

 

会議次第 

１．あいさつ 
２．議 題 
（１）パブリックコメントについて 
（２）大和市障がい者福祉計画案について 
（３）大和市障がい者福祉計画概要版について 

３．その他 
 

開 会 

１．会長あいさつ 

会長：ただいまより、平成 21 年度第 4回大和市障がい者福祉計画・障がい福祉計画策定委

員会を開会する。本日は計画の最終案について、パブリックコメントの結果を含め検討い

ただく。内容については、事務局より説明をお願いする。 

 

課長あいさつ 

課長：本日の委員出席状況等について報告する。本日は 2 名の委員が欠席である。また、

傍聴者の皆様には、発言権のないこと、資料については委員会終了後回収させていただく

ことを了承いただきたい。 

 

２．議 事 

 

（１） パブリックコメントについて 

事務局より資料に基づき説明 

 

（主な意見） 

事務局：障害者自立支援法に伴う法制度的な問題や、国・県・市の役割や、様々な統計に

基く障がいごとの差異等について、多数の意見を頂いた。パブリックコメントで出された
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意見や疑問点については、個別に質問に答えるのではなく、市の回答を分かりやすく示す

と共に、今後の参考とするという方針を示させていただいた。 

会長：このパブリックコメントの回答は、公表されるのか。 

事務局：市として答えられるものについてはできるだけ回答し、公開を予定している。 

会長：回答は公開され、また計画内容への反映も行われるということだが、委員の皆様で

気になった点などはないか。 

委員：「重度障害者医療費助成は精神障がい者も対象にしてほしい」という意見についてだ

が、これは精神障がい者団体の悲願でもある。3障がい同一化とうたわれていながら、精神

障がい者のみ対象となっていない。私も様々な要望の場で、市や県に伝えてきた。先日、

神奈川県からの回答を受けたが、県の見解は「地方分権の意味合いから、重度障害者医療

費助成は市町村が実施主体であり、市町村が精神障がい者を対象に実施すれば、県として

も検討する。県に要望すると「市町村が実施主体」と言われ、市に要望すると「県が実施

主体」と言われるのが現状である。県下でも実施している市もあることを踏まえ、大和市

としても実施を検討してほしい。 

事務局：委員より出された意見については、市としても承知している。重度障がい者の福

祉については、県の財政難に伴い縮小傾向にあり、利用者の所得制限や利用者負担の導入

など、県も市も財政の問題で厳しい状況となっている。その様な中で、重度障害者医療費

助成を精神障がい者にも適用するかどうか、慎重に検討している。例えば厚木市は、精神

障がい者に対する適用を実施したが、それに伴い身体障がい者の所得制限･年齢制限を設け

た。県としては補助金を削減する方向であるが、市としては現行制度の維持と共に、精神

障がい者に対する適用についても県に強く求めているところなので、ご理解を頂きたい。 

会長：委員の意見は、委員会として尊重すべきものであるが、実現のための財政的な問題

は難しい。計画内容は策定委員会からの提案となるが、財政的な問題は、庁内や議会の検

討範囲となる。 

委員：県知事が（トップダウンで）決定を下して、県が実施してくれればよいと思う。先

日県議会に 8201 名の署名をつけて陳情書を出して、「継続審議」という結果となった。今

後も、県・市の両方に要望をしていくので、十分に審議してほしい。 

事務局：医療費については、国の制度により 1 割負担から 3 割負担になった経緯がある。

そのため本来であれば、障がい者医療の助成制度は、障がい者が医療にかかりにくいとい

う問題を解決するための福祉制度としてあるべきはずが、医療制度の代替策としてここま

できてしまった。また、県も市も相当の財源を必要としてきた。広域的・制度的に確立さ

れていくべき問題であり、市としても取り組んでいきたい。また精神障がい者は非常に増

えており、自立支援医療による通院支援はもとより、県として各種の助成制度を設けてい

ることは、県が対応策を行っているといえる面もある。ただし、精神障がい者は非常に合

併症も多く、人工透析の患者同様、合併症についての助成も必要であるなど課題も少なく

ない。 
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委員：パブリックコメントから話が離れるが、大和市の市議会について質問したい。議会

で、障がい者に関する審議もなされていると思う。今回の計画について意見が出されてい

るのであれば、内容を市より報告していただき、策定委員会として諮っていきたい。 

事務局：市議会からは今回の計画にかかわらず障がい施策に関して様々な意見が出されて

いる。市議会は計画に対しての意見というよりも、主に一般質問で質問・意見という形で

出され、それらの個別の意見に市の方向性や考え方を答えていく形をとってきている。 

会長：議会から出された意見は、ヒアリング結果等とあわせて委員会で審議され計画に盛

り込まれた、という理解でよいか。 

事務局：その通りである。先ほど出された精神障がい者の問題や重度障がい者の問題につ

いては、市の方針が議会にも了解され、市として県に要望していく方針で一致した。ただ

し、採択されるかどうかは、県の財政上の問題や、施策としての優先順位の問題はある。 

委員：確認したいことは議会で出された意見が計画内容に反映されてきたのか、というこ

とだ。 

事務局：計画内容の方向性において、反映されている。 

会長：パブリックコメントで出された意見には、計画に盛り込まれている内容や既に行わ

れている内容が多い。これは、市のサービス内容の周知に課題があるともいえるのではな

いか。今後検討していただきたい。 

 

（２） 大和市障がい者福祉計画案について 

事務局より計画書案に基づき説明 

 

（主な意見） 

委員：「1 章-4.計画の期間｣に、「平成 21 年度については、「『大和市障がい者福祉計画』が

策定されるまでの間、前計画を延長し、『障がい福祉計画』においては、平成 20 年度に暫

定的に整理を行いました。」と記載されているが、今後どの時期に見直しを行い、策定委員

会として検討していくのか。 

事務局：障がい福祉計画については、自立支援法の基本指針において、3年ごとの見直しが

義務づけられている。今回は 22 年度から 23 年度の計画となり、次期計画は 24 年度から 26

年度の期間となる。進行管理については、来年度以降の策定委員会において、サービス見

込み量の数値や事務事業評価等を活用しながら行っていく予定である。 

委員：確認になるが、障がい福祉計画において、サービス見込み量の数値については、23

年度に見直すまでは継続して同じ数値を使うことになるのか。 

事務局：障がい者福祉計画と障がい福祉計画について整理させていただくと、まず障がい

者福祉計画については、上位計画である第 8 次大和市総合計画の基本計画策定と障がい福

祉計画の見直しの時期を考慮して、期間を 5年間（22 年度～26年度）と定めた。次に、障

がい福祉計画については、期間を 2年間（22 年度～23 年度）と定めた。21 年度の障がい福
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祉計画の数値については、21 年度に障がい者福祉計画の策定時期となったため、20 年度に

数値目標等について暫定的に整理した。 

会長：事務局の説明の繰り返しになるが、障がい福祉計画の本文では、サービスの見込み

量において、21 年度から 23 年度の各年度の数値が設定されている。20 年度に基本計画（障

がい者福祉計画）がない中で暫定的に見直しをした数値である。今回の策定検討の結果と

して正式に示された数値である。 

事務局：補足すると、障害者自立支援法下の障がい福祉計画は、期間として切れ目があっ

てはいけないので、22 年度から 23 年度の計画期間とした。21 年度については、20 年度に

数値目標について暫定的に整理した。障がい者福祉計画は「やまとハートフルプラン」（19

年度～20 年度）の終了後、21 年度については同プランを延長し、22年度以降の新しい計画

として今回策定をした。 

委員：今回示された障がい福祉計画の 22 年度・23年度のサービス見込み量の数値について

は、1回決まれば、3年間は見直しがないのか。 

事務局：3年間の見直しは、国から義務づけられているものである。 

委員：政権交代等に伴って障がい者施策の方向性が変わる場合には、数値についても見直

しが行われるのではないか。 

事務局：国の方針変更があれば数値は見直すこととなる。数値の考え方や、再検討の方法

については、変更の際にあわせて示されるので、その内容に準じて検討する。その場合、

当該委員会に諮ることとなる。 

会長：現在の障がい福祉計画の数値は、自立支援法の中で 3 年間での見直しと定められて

いるが、国の方針が大きく変更される可能性は十分にある。その場合には、改めて適切な

数値が再検討されることとなる。なお、現在のサービス見込み量については、大幅に不足

するなどの問題は生じていないという理解でいるが、よろしいか。 

事務局：サービス量は充足していると認識している。ただし、障害者自立支援法において

は、現在に至るまでに利用者負担についての考え方の変動や、施設等の新制度への移行が

十分に進んでいないなどの問題がある。基本的には、現行の利用者のサービス内容を維持

しながら地域移行の仕組みを進めることが重要であるが、現状では、障害者自立支援法の

給付制度に移行している施設は半分程度にとどまる。作業所においては、県内でも 3 割程

度しか移行が進んでいない。全国的に移行が十分に進んでいない点は、改正案でも問題点

として指摘されている。 

会長：国の方針に自治体計画は翻弄される面があるが、委員会としては委員から出された

意見については、市民のニーズとして尊重していきたい。 

委員：委員の意見を聞いて、数値目標や国の方針については、行政関係者には分かりやす

くても、一般の人には分かりにくいことが多いという点について、留意する必要があると

感じた。 

会長：計画内容については、委員会で了解頂いたということでよろしいか。 
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全委員：（異議なし） 

会長：計画内容については委員の皆様に了解頂いた。 

 

（３） 大和市障がい者福祉計画概要版について 

事務局より概要版について説明 

 

（主な意見） 

委員：概要版は、全戸配布されるのか。 

事務局：全戸配布は難しいが、概要版は 1000 部印刷して、市内の必要な箇所に配布させて

いただく。また、今回はＳＰコード化、CD や録音テープの作成、ホームページで公開を予

定している。 

会長：概要版は計画書の内容がコンパクトにまとめてある。事務局から説明があったよう

に、情報公開については様々な形での提供をお願いしたい。また、表紙は松風園の利用者

が描いた絵が綺麗に使われていて、素敵な仕上がりとなっている。実際の印刷ではカラー

になるのか。 

事務局：計画書本体の表紙はカラー、概要版は 2色刷りとなる。 

 

３．その他 

大和市障がい者福祉計画審議会について 

事務局：市の方針により、4月より「大和市障がい者福祉計画・障がい福祉計画策定委員会」

を「大和市障がい者福祉計画審議会」という名称に変更させていただく予定である。 

 

今後の予定について 

事務局：今後は、3月中にパブリックコメントの結果の公表と計画の内部決裁を行い 4月よ

り計画開始を予定している。 

 

その他 

事務局：今回の策定にあたっては、出来る限り多くのヒアリング調査を実施するなど工夫

を重ねた。また今後の施策展開においては、障がいごとの細やかな現状把握や対応策の重

要性を踏まえながら進めていきたい。今後も、障害者自立支援協議会の役割を強化するな

ど、地域の関係者の皆様に力を発揮して頂き、計画を推進していきたいと考えているので、

ご協力をお願いしたい。 

 

 

以上 
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大和市障がい者福祉計画素案に対する市民意見公募（パブリックコメント）について 

 

○募集期間  

平成２２年２月１日（月）～３月２日（火） （30日間） 

 

○実施広報 

広報やまと及び市ホームページ 

 

○募集方法  

郵送・直接持参・ファクシミリ・電子メール 

 

○閲覧場所  

●市役所本庁舎１階 情報公開コーナー 

●保健福祉センター５階障がい福祉課 

●渋谷分室、各連絡所 

●各学習センター、各コミュニティセンター（改装工事中の草柳コミセンを除く） 

●市のホームページ 

  

○意見提出の状況 

 ●意見者数  ８人 

 ●意見件数 ２７件 

○意見概要と考え方等 

№ 意見の概要 考え方等 

１ 

 

◆特別支援学校生徒数について(P15) 

特別支援学級児童生徒数について：特

別支援級児童生徒数の中に、近隣の肢体

や知的の特別支援学校へ通っている児

童生徒数は含まれているか。将来必要に

なってくる施設の数やサービスの幅に

影響が出ると思うので、正確に把握する

必要がある。 

「特別支援学級・児童、生徒数」は市内の特別

支援学級数、特別支援学級に通学する児童・生徒

の状況です。特別支援学校へ通う児童・生徒につ

いては、神奈川県がその人数を把握しております

が、圏域での把握となっているため市単位の人数

は集計していません。このため、計画素案の表 8

（P15）には反映しておりません。 

しかしながら、独自の調査や児童・生徒の進路

状況、特別支援学校からの進路相談等により必要

とする状況の把握を行っています。今後もサービ

ス提供に必要な状況等の把握に努めてまいりま

す。 

 



7 

２ 

 

◆ヒアリングの調査団体について(P32) 

知的の瀬谷養護があるのになぜ肢体

の養護学校にヒアリングを行わないの

か。肢体の児童は少ないが、少ないから

こそ理解されないことが多い。重複障害

の児童も肢体の養護学校に通学してい

ることが多い。個人のアンケートも年配

の方が多く、子供については調査が不十

分で有ると思う。追加でヒアリングを行

う必要がある。 

アンケートによる意識調査については、身体障

がい者・知的障がい者・精神障がい者について、

年齢・等級・障がい種別等バランスを考慮し抽出

しております。また、設問に「子どもの生活状況」

の項目を設け、子どもに関する調査を充実させま

した。さらに、アンケート調査では把握しづらい

障がい特性によるニーズや介助者の意向などを

把握するために関係機関や関係団体等にヒアリ

ング調査を実施し、アンケートと合わせ総合的に

把握することに努めました。 

今回のヒアリングでは、大和市肢体不自由児者

父母の会にご協力いただくとともに、三ツ境養護

学校も委員として参加している大和市障害者自

立支援協議会児童部会においてもご意見をいた

だきました。 

 

３ 

 

◆施策 3－4について（P61） 

学校での生活（教育・保健・福祉・医

療）はもちろん必要なことだと思います

が、給食での食育にも取り組んで欲しい

です。障害によって食事の形態が常食で

は困難な場合が有ります。特別支援級に

いても安全に食べることができる様に

して欲しいと思う。  

子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい

食習慣を身につけることができるよう教育活動

の場において児童・生徒へ「食育」を行うことは

重要です。 

特別支援学校においては、給食を自立活動とし

て位置づけており、調理の過程から個人に応じた

食の形態にして提供することが可能になってい

ます。特別支援学級においては、個々の状況に応

じた対応行っておりますが、噛んだり、飲み込ん

だりする働きが弱いお子さんは、誤嚥下する可能

性も高く、給食の提供も慎重な対応が必要である

と考えています。 

衛生面に考慮しながら、安全で安心な学校給食

を提供できるようにすることが大切だと認識し

ています。 

 

４ 

 

 

 

◆施策 3－9について（P71） 

リハビリ科の医師と連携している理学

療法士による継続的な機能維持の訓練

や、作業療法士・言語療法士の訓練の充

本市で行う児童の機能訓練は日常生活の向上を

図るための機能訓練や生活上の相談を基本と考

えております。したがって、医師の処方による保

険適用の医療的な機能訓練については、対象とし
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実をして欲しいと思います。そして機能

維持の理学療法訓練など訓練に年齢制

限は必要ないと思います。 

  

ておりません。日常生活の向上を図るための機能

訓練につきまして、今後も継続して行ってまいり

ます。 

また、訓練の年齢制限につきましては、早期療

育の観点から、個別対応は、児童年齢までとして

おります。なお、18歳以上の方につきましては、

障害者自立支援法に基づく生活介護等の利用の

促進や専門職員が障がい者施設に赴き技術的な

援助を行うなど間接的な支援を行ってまいりま

す。  

 

５ 

 

 

◆補装具の制作について 

現在、補装具を制作するときには市外

の専門施設に行かなければ作ることが

できません。しかしＰＴ・ＯＴ訓練を市

内で行っているので専門的な連携をと

る事が出来ません。個人の特性を把握し

ている市内のＰＴ・ＯＴの元での補装具

制作が必要に思います。  

 

座位保持装置や車椅子など補装具の作成・調整

の支援について必要に応じ対応しています。 

６ ～

８ 

 

◆三障害が一本化したにもかかわらず、

他障がい者施策と格差があり不公平感

を感じる。 

重度障害者医療助成を精神障がい者も

助成して欲しい。（他 2件） 

 

心身障害者医療費助成は神奈川県の制度に基づ

く事業を行っており、精神障がい者への医療助成

は県制度としての対応が必要と考えています。 

今後も引き続き、実施に向けて機会あるごとに

県に対し働きかけを行ってまいります。 

９ ～

１０ 

 

◆精神障がい者対策をしたら、自殺が減

ったというデータもあります。（他 1件） 

本計画素案において重点施策として施策 3－4

で「自殺対策の推進」を位置づけており、精神障

がい者施策も含め総合的な対策に取組んでまい

ります。（P47） 

 

１１ ◆素案の精神障害者保健福祉手帳保持

者数は実数とかけ離れている。手帳を保

持しても何のメリットもないからだと

思う。 

 

本計画素案では、精神障害者保健福祉手帳保持

者だけではなく、自立支援医療受給者も含めて調

査等を行っています。 
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１２ 

 

 

◆P78「１）障害者自立支援法の今後の

方向性」について「今後の方向性は、平

成 21 年 5 月に示された・・内容を基本

としていくと思われますが」との記述

は、本計画の開始時点を考慮し、平成 21

年 12 月の障害者制度改革推進本部の設

置などを踏まえること。 

  

P78「1）障害者自立支援法の今後の方向性」に

おいて、障がい者制度改革推進本部について記述

し、文章の整理を行いました。 

１３ 

 

◆P80 障害者地域作業所の新体系への移

行に伴う、地域の活動拠点としての機能

充実の内容に、移行後の障害福祉サービ

スの対象からもれてしまう利用者が想

定されることから、その対応（いざとい

う時相談できる場所や人がいるという

相談機能、出かけるところがあるという

居場所の積極的な役割がある）を位置づ

け事業化すること。 

その際に、市内全体で必要な社会資源

が整備されているということと同時に、

利用者にとっての「相談や利用のしやす

さ」を考慮し、障がい福祉サービス事業

と市の単独事業を同一拠点で実施する

など多様な実施形態を採用すること。 

 

障害者地域作業所の新体系への移行につきまし

ては、現在の利用者全員が新制度に移行すること

を基本とし進めています。 

また、本計画では、障がい者福祉計画 方針 3

ライフステージに応じた生活支援 施策 3－3 

地域生活支援サービスの充実（P59）において、「障

がい者地域作業所において、自立支援給付等の新

体系の事業を行なうとともに地域生活事業を展

開することにより、地域の活動拠点としての機能

充実をはかることを検討します。」と位置づけて

います。  

１４ ◆P88（エ）就労継続支援について、現

在の精神障がい者地域作業所の実績か

らすると、決まった曜日の決まった時間

への通所を毎日求めることは、精神に障

がいのある利用者の生活実態を反映し

ていない。現在の地域作業所への市補助

は、年額を定めた包括的補助であるが、

移行後に障がい者福祉サービスの対象

となると、日払い報酬制度となる。 

３障がい一律ではなく、障がいの特性

や実態を踏まえた制度となるよう国に

要望すること。可能な場合、市単独で補

本計画素案では、障がい福祉計画において、国

の指針にしたがい自立支援給付等の数値目標や

サービス見込み量等を定めています。 

そのため、日払い報酬制度など、個別の制度に

係る要望等については反映しておりません。しか

しながら、課題として認識しておりますので、今

後も機会をとらえ要望をしてまいります。 
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完する事業を実施すること。 

 

１５ ◆大和市自立支援協議会について 

当市における公的裏づけが判然としな

い。 

自立支援センター事業者は、指定管理

業務として自立支援協議会を受諾して

いるのか。 

所管課は、障害福祉課。行政も公務と

して会に参画の様子。計画には、多くの

場面で役割を果たす。 

相談支援事業の実行に際し、相談支援

の完成に欠かせないものとして存在は

謳われるが、相談支援事業と自立支援協

議会は各々独立の存在。自立支援協議会

論では、相談支援事業の評価機能が定義

付けられている。相談支援従事者が事務

局として存在に課題はないだろうか。 

 

大和市障害者自立支援協議会は、障害者自立支

援法に基づき、地域の実態や課題等の情報を共有

し、各機関の連携による地域ネットワークの構築

や社会資源の改善・開発など、障がい者福祉のシ

ステムづくりを推進し地域の課題解決に努めて

いる組織です。 

自立支援協議会の設置は、相談支援事業を効果

的に実施するために国が示している手法として

広く実施されていることから、大和市でも相談支

援活動を軸とした自立支援協議会の運営を行っ

ています。 

自立支援協議会の運営につきましては、今後も

相談支援事業の役割と位置づけなど国の動向を

見極めながら進めてまいります。 

 

１６ ◆大和市自立支援協議会と策定委員会

の関係について 

21 年 11 月の自立支援協議会議事録に

は、骨子案について、3 点の変更を確約

している。骨子案への変更を策定委員会

を通ぜず、承認なのだろうか。策定委員

への承認が、書類審議であっても、その

過程を踏んでいないのではないか。 

  

平成21年11月30日開催の市障害者自立支援協

議会定例会議事録における「主な変更点」につい

ては、前回平成 21 年 9 月 14 日開催の市障害者自

立支援協議会定例会において、説明させていただ

いた計画骨子案について、その後計画素案（案）

に盛り込んだ主な内容を報告したものです。 

なお、内容につきましては、平成 21 年 11 月 12

日開催の大和市障がい者福祉計画・障がい福祉計

画策定委員会の中で報告したものと委員より意

見をいただき盛り込んだものであり市障害者自

立支援協議会で確約したものではございません。 

 

１７ ◆計画の策定要素：計画は、次の要素を

基礎に置いて、なされると思われる。 

○統計的データによる客観的事実 

○既存政策（ハートフルプラン）の実行

による結果 

身体障がい者手帳、療育手帳、自立支援医療受

給者（精神障害者保健福祉手帳所持者含む）から

対象者を抽出しました。 

調査項目は、３障がいについて共通した項目を

基本に、障がいの内容による特性も踏まえた意見
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○A 当事者の調査：意識調査として、福

祉環境受容者の状況・観点。 

○B 事業者の調査：ヒアリングとして成

された福祉環境を作る側の観点。 

○C 当事者団体：ヒアリングを通じ、受

容者が気がつきにくい福祉観点。個別意

識調査では、掬えない観点。 

計画の策定は、ＡＢＣを起点に、委員観

点による議論、行政視点を入れて、完成

されるのであろう。 

◆策定案について 

策定案には、ライフステージに応じた観

点があるが、ライフステージに応じた必

要事項、調査やヒアリングを反映した施

策の力点、策定要素への取り込みが、計

画に充分に反映されていないように見

える。 

◆統計的データについて 

身体障害者は、高年齢層、高年齢発症と

いった層が多い。知的障害は、児童期層

から存在する。ここ 2-3 年は、児童の軽

度者が激増。このような、統計的背景か

ら、意識調査の対象、声の聞き方が見え

てくるはずである。 

また、身体・知的は、児童の存在が統計

的対象となり、知的の特異性が示される

が、精神については、観点なし。精神は、

厚労省の統計（平成 15 年）では、発生

時年齢 19 歳以下が４０％を占める。 

年齢によって、何が起きているかは、後

の意識調査の対象の分類、その後の政策

比重に関わる要件と思われる。 

◆意識調査について 

どのような状況にあるか、どのようにあ

りたいか、浮かびあがって来る部分であ

るが、解析により政策重点を浮かび上が

を反映できる内容としたことから、系列的質問項

目に必要に応じて特定質問項目を付加し、質問項

目数をなるべく減らし、クロス集計を活用する方

式とし対象者に負担をかけないように設定しま

した。  

また、市の第８次総合計画の理念を基本に、ま

ちづくり、子育て、地域、人権等に関連する内容

については、それぞれの個別計画で、障がい者へ

の対応が基本的に示されていることから、障がい

者の実態を補完する最小限での調査項目としま

した。 

なお、障がいに係る身体状況による意向、介護

者家族等の意向、事業所に係る意向等について

は、関係機関及び団体及び自立支援協議会へのヒ

アリングを通して把握し、アンケートと合わせて

総合的に分析していくこととしました。 

また、調査分析の視点、分析の方向性について

の、多数の詳細なご提案につきましては、次回策

定時の参考とさせていただきます。 
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らせきれず、政策に反映させるに不十分

である。何よりも、サンプル数が少ない、

偏りのある回答層、これらを勘案し目を

凝らさないと、実態が見えてこないので

はないだろうか。 

また、調査対象者の分類において、重複

所持者を 3分類に属させず、その他者と

して議論。重複所持者こそ抱える課題が

多く、ここに焦点の政策もあるのではな

かろうか。 

◆分析の視点、分析方法について 

年令構成の解析、同居者、外出頻度、子

どもの生活状況、就労、収入、就労者割

合、暮らしの充足度、グループホーム利

用意向、通所事業への要望、等各項目に

ついて、分析の視点および分析結果につ

いて、疑問や問題点を感じている。 

１８ ◆当事者関係団体へのヒアリング 

当事者団体は、偏りが出来る。また、

策定委員会当事者、自立支援協議会構成

者にもなっている。同じところからの意

見となっていないだろうか。他の市町村

では、もっと広く通所者親の会へもヒア

リングを拡げている。 

ヒアリングによる意識調査についてはアンケー

ト調査と合わせてより広く意見をうかがうこと

としました。    

今回のヒアリングでは、大和市障害者自立支援

協議会専門部会、サービス提供事業者、保育・学

校関係、当事者関係、相談支援事業関係に分類し、

分類別に 22 団体等より、障がい者福祉全体に関

する意見から事業レベルの具体的な提案まで多

くの意見をいただき、求められる施策の方向性を

検討する材料とさせていただきました。 

ご指摘のとおり一部重複する構成員の方がいら

っしゃいますが、その団体の代表としての立場で

の意見と捉えております。 

また、通所施設等の親の会等へのヒアリングに

つきましては、今後の計画策定時に検討してまい

ります。 
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１９ ◆傘にたとえるならば、骨組みはかえて

も、間に張られた布地（事業）の変わら

ない傘が障害者に差される。 

ライフステージに応じた福祉計画なら

ば、どの障害・障害程度者が、どの年齢

層が、何を求めているのか、マトリック

スを作成し、現行事業で何処までカバー

できるのかを整理し、更に健康都市大和

を軸にどうあるべきかが欲しい。 

記述に現れる作成の背景例（アンケー

ト・ヒアリング）は、限られた例であろ

う、それに対比した施策ではなく、意識

調査こそが求めるもののベースではな

いだろうか。（アンケートの声は、補強

するもの、の位置づけととらえるべき） 

本計画素案は、アンケートやヒアリングによる

意識調査により幅広く意見をうかがい、その結果

や意見を積み上げることにより、本市の障がい者

の課題やニーズをまとめ、障がい福祉施策全般に

わたり取り組むべき事柄について事業体系を定

めています。  

また、市政運営の基本方針となる第８次大和市

総合計画の基本目標１の「一人ひとりが元気でい

られるまち」の実現に向け、基本理念、三つのめ

ざすまちの姿、五つの方針を定めています。 

 

２０ 

 

◆障がい者福祉計画 ２施策の実施 

１－３相互理解の基礎作り（P45） 

○提案：（A） 

子どもの時から障がいについての理解

を持ってもらうための１つの方法とし

て、市内の公立私立の各小・中・高・短

大・大学・専門学校に各障がいについて

書かれた本･冊子などのセットを作り、

それぞれの学校に置いてもらう（贈る）。 

（例）障がい者本人・家族が語った体験

談（講演会、講習会で発表されたものを

集めて冊子にしたもの）。『「聞こえ」の

バリア解決への提言』（NHK出版）。『うつ

病の人の気持ちが分かる本』（主婦の友

社）。（絵本）『さっちゃんの魔法の手』（偕

成社）。『境界性パーソナリティ障害 18

才のカルテ現在進行形』（星和書店）。（こ

れらの本を推薦しているのではありま

せん。） 

○提案：（B） 

県で作っている「神奈川コミュニティ

ご提案いただきましたご意見につきましては、

社会資源の改善・開発など、障がい者福祉のシス

テムづくりを推進し地域の課題解決に努める市

障害者自立支援協議会専門部会（就労部会、児童

部会、精神部会、身体障害者部会）や関係機関等

に実務提案をしてまいります。 
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カレッジ」に「傾聴ボランティア養成講

座-カウンセリングの基礎」、「こころの

ボランティア養成講座」等の講座が開催

されている。それらの講座を実施してい

る NPO 法人等と連携して、大和市内でも

開催してもらう。 

○提案：（C） 

障がい者とつきあうことが多いであろ

うと思われる市民（例えば障がい施設の

ある地域の商店の従業員･店員・タクシ

ーの運転手など）に対してより多くの集

中的な広報活動を行う。 

○提案：（D） 

障がい者本人、その家族に対して、自

らの障害の理解、社会における障がい

（者）の歴史などを学ぶ機会をつくる

（学校や医療機関などではなく）。 

２１ ◆障がい者福祉計画 ２施策の実施 

 3－1 情報提供の充実（P55） 

○提案：障がい者本人、その家族及び市

民は「この様な事は相談できるだろう

か」・「どこに相談に行けばよいのか」な

どのことを、まだ知らないことが多いこ

ともあり、考えている。現在、それなり

の情報発信を市は行っている。また、相

談機関も整備されつつあると思うが、そ

れらを更に一歩進めた形で、現在市が持

っている相談機関・作業所等の社会資源

の一覧・相談内容の例などを記載した案

内パンフレット（広報やまとのようなも

の）を作成し、それらを、①福祉施設･

作業所・病院・警察署・郵便局・市内の

鉄道の駅等に置く。②「広報大和」の配

布時に（併せて）配布する（自治会・民

生委員などにも）。 

 

現在、各種情報については、制度案内冊子（相

談機関や通所施設等の社会資源含む）の配布やイ

ンターネット、広報紙への掲載など多様な方式で

行っていますが、今後、施策を推進する中で各機

関に協力を呼びかけます。 

また、広報やまとの配布先に配布すること（全

戸配布）については、ホームページ上での掲載等

も行っていることから予定しておりませんが、自

治会や民生委員など地域の関係団体に積極的に

情報提供を行います。 
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２２ 

 

◆障がい者福祉計画 ２施策の実施  

3－1 相談支援体制の充実（P55） 

提案：「なんでも・そうだん・やまと」

を設けたことは評価したい。これをさら

に進化・発展させていただきたい。障が

い者福祉計画は全体として相当な量の

事業となり、また対応も各方面にわたる

ものになると思う。全てをまとめる部署

があり、そこに全ての情報と対応を集約

し、それぞれの実行はそれぞれの関係部

署・関係機関で行う、というようなこと

は、考えられないだろうか。「なんでも・

そうだん・やまと」がその先駆けとなら

ないだろうか、と思う。 

  

障がい者の生活において保健・医療・福祉、親

なき後の生活、権利擁護、虐待など様々な問題に

対し総合的な対応が求められています。 

本計画素案では、施策 3－2「相談支援体制の充

実」の「施策の方向性」において「様々問題への

対応をより充実するため、相談支援の中核的な役

割を担う基幹相談支援センターの設置の検討」を

定めております。（P55） 

また、市障害者自立支援協議会において、地域

の実態や課題等の情報を共有し、地域ネットワー

クの構築や社会資源の改善・開発など、障がい者

福祉のシステムづくりを推進し地域の課題解決

に努めます。（P51） 

 

２３ ◆障がい者福祉計画 ２施策の実施  

3－5 就労への支援（P65） 

就労について、障がい特性に合ったプ

ログラムを作成することを前提に、その

プログラムを障がい者個々人に適用す

る際、障がい者は同じ障がいでも個人個

人がそれぞれ違うので、プログラムをマ

ニュアル的に適用しないように実施し、

評価する委員会のようなものを設け、ノ

ウハウなどを蓄積する。 

（B） 

就労支援プログラムに職業訓練のよう

な考え方を取り入れらないか（ハローワ

ークの各種訓練・講習会のようなもの）。 

 

現在、障害者自立支援法に基づく就労訓練にお

いては、個別支援計画の策定が義務付けられてお

り、障がいの特性など個々に応じた支援に努めて

います。対応の難しいケースや特徴的な取り組み

などは障害者自立支援協議会就労部会において、

対応方法の検討や情報交換を行ない支援者等の

スキルの向上に努めています。 
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２４ ◆２章 市の現状と課題 ２）障害者数

（４）精神障がい者等（P12～P13） 

「精神障害者保健福祉手帳所持者 767

人」・「自立支援医療受給者数 2,350 人」、

この違いについて何か分析されたもの

はありますか。また、手帳所持者数の内

で何名が障害年金を受給されているか

という資料はありますか。所持者数と受

給者数に違いがある場合は、その理由は

なにか。そのような内容を調査したもの

はありますか。 

 

精神障害者保健福祉手帳所持者の人数と自立支

援医療受給者の人数の違いについて、精神障害者

保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にある

ことを証明するもので、精神障がいのため、長期

にわたり日常生活や社会生活に制約があり、手帳

の交付を希望される方を対象としています。自立

支援医療は精神疾患における通院医療費の一部

に係る費用負担の支援を行うもので、手帳の該当

にならない病状の方も多くいらっしゃいます。 

また、手帳所持者の内、障害年金の受給者につ

いては制度がちがうため、把握しておりません。 

 

２５ ◆特別支援級に通学する人数が平成 12

年度から平成 21 年度の 10 年間で、約 2

倍に増加している。しかし、市内への特

別支援学校誘致は依然として進まず、中

学校卒業者はやむを得ず市外の特別支

援学校へ通わざるを得ない状況。市内に

瀬谷養護学校の分教室はあるが、肢体不

自由児の通学する学校はないため、高等

部のみでも良いので市内に市立の高等

部特別支援学校または分教室をつくっ

ていただくことは出来ないか。 

 

本計画素案では「施策の方向性」として「今後

も、大和市内に県立の特別支援学校を設置するよ

う県に対して要望をしていくとともに、知的障が

いの高等部入試選抜において、希望する高等部に

入学できない事例が多くあることから、既存の県

立高等学校においても分教室の設置を要望して

いきます。」としています。（P62） 

大和市内への特別支援学校設置については、通

学バス及び分教室の充実と併せ、これまでも県へ

の要望を繰り返してきました。県では、肢体不自

由児の通学先に関しては、設備面とスタッフの専

門性の視点から本校対応が好ましいと考えてい

ますが、今後も要望を継続していきます。 

 

２６ ◆重度の知的障がいや肢体不自由を有

する移動困難者が単独でタクシーを利

用する場合において、自動車税減免とタ

クシー券の交付の両方を受けることが

できるようにならないか。 

移動については、地域生活支援事業としての移

動支援事業の実施やタクシー券の交付、自動車燃

料費の助成、福祉車両利用券の交付を行っている

ほか、サービス提供事業所に対し送迎にかかわる

経費の補助、協働事業として移動制約者の送迎を

行うＮＰＯ法人に対して支援や助成を行うなど

外出支援の充実に努めています。 

「福祉タクシー利用券」は、電車、バ

ス等の通常の交通機関を利用することの
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困難な重度の障がい児者の支援として、

タクシー及び非営利団体が提供する移送

サービスを利用する場合に、その費用の

一部を助成することにより、社会参加及

び生活圏の拡大を促進することを目的と

して交付しています。 

主な移動手段の助成としての観点から

「タクシー」か「自家用車」のいずれか

を選択する事業としています。 

  

２７ ◆医療的ケアを必要としている児者の、

在宅生活並びに通学通所の支援はどの

ような施策が考えられているのであろ

うか 

 

○在宅生活 

医療的ケアを必要としている児者の在宅生活

支援に関して、本計画素案では断片的な支援とな

らぬよう、アンケートのほか、当事者団体へのヒ

アリングを行い、「障がい児、発達に不安のある

子どもの療育・保育・教育・福祉体制の充実」や

「障がい者施設の整備」「保健・医療の充実」な

ど、施策の方向性としては、計画全般にライフス

テージに応じた包括的な視点で表しています。 

○通学通所支援 

本計画素案では、医療的ケアを必要としている

障がい者のみに限らず「移動に制約のある障がい

者」として、地域において自立した生活を営み、

社会活動等に参加するためには、外出の支援が必

要と捉えています。 

地域生活支援事業として移動支援事業の実施

やタクシー券の交付、自動車燃料費の助成、福祉

車両利用券の交付を行っているほか、サービス提

供事業所に対し送迎にかかわる経費の補助、協働

事業として移動制約者の送迎を行うＮＰＯ法人

に対して支援や助成を行うなど外出支援の充実

に努めてきましたが、計画策定のヒアリングにお

いても送迎について、移動支援事業の利用やサー

ビス提供事業者による送迎など多くの希望があ

ることから、施策の方向性として、「日中活動を

行う事業所への通所や福祉サービス利用のため
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の通所、通園、通学について、実施主体、実施方

法や役割分担などについて、サービス提供事業者

や教育委員会など関係機関との調整を行いより

よい方法を検討する」としています。（P67） 

 

 

 
※ 計画案及び概要版については別ページに大和市障がい者福祉計画、大和市障がい者福

祉計画概要版として掲載します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


